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１．あけぼの団地再整備計画策定委員会設置要綱

あけぼの団地再整備計画策定委員会設置要綱を次のように定める。

令和 ７年 ３月２５日

江別市長 後 藤 好 人

あけぼの団地再整備計画策定委員会設置要綱

（設置）
第１条 江別市営住宅の効率的かつ効果的な管理運営を実現するため策定した江別市営住宅長寿命化

計画においてあけぼの団地を再整備するために定めたコンセプト及びイメージを具体化するため策
定するあけぼの団地再整備計画（以下「計画」という。）について、幅広い分野からの意見を反映させ
るため、あけぼの団地再整備計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
（所掌事項）

第２条 委員会は、計画策定に関する次の事項について検討を行う。
(1) あけぼの団地の現状と課題に関すること。
(2) あけぼの団地の将来的な在り方に関すること。
(3) その他計画策定に関して必要と認めること。
（組織）

第３条 委員会は、委員８人以内をもって組織する。
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体等から推薦された者
(3) 公募による者
(4) 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
（委員の任期）

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画が策定されるまでとする。
（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。
（会議）

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。
２ 委員長は、会議の議長となる。
３ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
５ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資

料の提出を求めることができる。
（守秘義務）

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
（庶務）

第８条 委員会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。
（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定
める。

附 則
（施行期日）

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
（会議の招集の特例）

２ この要綱による最初の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。

■資料１ あけぼの団地再整備計画策定委員会等
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２．あけぼの団地再整備計画策定委員会委員名簿

※委員長・副委員長を除き、50音順 敬称略

選出区分 氏　　名 所　　属

1 学識経験者
小 室  晴 陽

（こむろ　はるひ）
北翔大学

2 学識経験者
藤　本　直　樹

（ふじもと　なおき）
北海道情報大学

3
関係団体

（運営管理）

飯　塚　正　美
（いいづか　まさみ）

江別市営住宅運営委員会

4 市　民
佐　竹  裕　己

（さたけ　ひろき）
市民公募

5
関係団体
（福祉）

田　原　 久美子
（たはら　くみこ）

江別市社会福祉協議会

6
関係団体

（街づくり）

永　井　登茂美
（ながい　ともみ）

公益社団法人　
日本技術士会北海道本部

7 市　民
野　田  光　子

（のだ　みつこ）
市民公募

8
関係団体
（子育て）

渡　部　  優美子
（わたなべ　ゆみこ）

江別市女性団体協議会

備　　考

委員長

副委員長
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３．あけぼの団地再整備計画策定委員会開催経緯

４．「あけぼの団地再整備計画（案）」に対する意見募集の結果

回 開催日 議事

第１回 令和 7年 6月 5日

（１）策定スケジュール

（２）あけぼの団地の現況

（３）アンケート調査結果

（４）団地の管理戸数について

第２回 令和 7年 8月 29 日

（１）再整備の基本方針

（２）土地利用計画

（３）住戸型式及び住棟配置計画

第３回 令和 7年 10 月 17 日

(1)あけぼの団地再整備計画(案)について

・土地利用計画

・事業計画

・官民連携の概略検討 他

第４回 令和 8年 2月 4日
(1)あけぼの団地再整備計画（案）に対するパブリ

ックコメント実施結果について 他

期間 意見の件数

令和 7年 12 月 10 日 ～ 令和 8年 1月 12 日 0 件
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■資料２ あけぼの団地入居者ｱﾝｹｰﾄ用紙（令和6(2024)年 12月実施）
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１．「ストック推計プログラム」による検証

以下に、国の「ストック推計プログラム（住宅確保要配慮者世帯数推計プログラム（一般市版①）

令和3年10月 国土技術政策総合研究所）」に基づき、令和17（2035）年における江別市の「著

しい困窮年収水準未満の世帯数」の推計結果による検証を行います。

推計結果によると、本計画の目標年次である令和17（2035）年における、公営住宅の入居資格

世帯数は7,355世帯程度、また、著しい困窮年収水準未満の世帯数は3,965世帯程度になると推計

されることから、これに対応した戸数の確保が必要といえます。

■「著しい困窮年収水準未満の世帯」への対応の考え方

国の指針によると、これらに対応していくためには、公営住宅等とともに、次に示すような「低廉

な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」の活用もあわせて行っていくこととされています。

○「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」について

市における「住宅扶助費一般基準上限値」は、1人世帯で29,000円、2人世帯で35,000円で

あることから、「住宅・土地統計調査（令和5（2023）年）」により、対象となる民間賃貸住宅は以

下のように想定されます。

■資料３ 整備フレームに関する補足

項目 公営住宅の入居資格世帯 著しい困窮年収水準未満の世帯

世帯数 7,355 3,965

表 ストック推計プログラムによる令和 17（2035）年の世帯数

市における「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」

1,277＋133＝1,410 戸

延べ面積 30 ㎡以上かつ家賃 35,000 円未満の民営借家：1,485 戸

うち、新耐震基準（昭和 56（1981）年以降）の建築割合：86％

1,485×86％＝1,277 戸

旧耐震基準（昭和 56（1981）年以前）の建築のうち、耐震性能を有す

る住宅割合（64％） ※北海道耐震促進計画（R3.4）より設

定

（1,485―1,277）×64％＝208×64％＝133

・当該市の住宅扶助費一般基準（1人世帯・2人世帯）を考慮して、最低居住面積水準以上の「低廉な

家賃」の住宅数を想定 ※2人世帯以上についても、2人世帯の上限家賃と同等と考える

・上記のうち、新耐震基準への対応を考慮して「一定の質」の住宅数を想定
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■公的住宅について

ここで、市における令和17（2035）年の目標年次の道営住宅の戸数は1,343戸（前出）であり、

また、UR賃貸住宅のうち家賃3.5 万円以下の住宅は次のように330戸と想定されます。

単位：戸

項目 総数
1970年
以前

1971～
1980年

1981～
1990年

1991～
2000年

2001～
2005年

2006～
2010年

2011～
2015年

2016～
2020年

2021～
2023年9月

民営借家 11,970 310 1,150 2,120 3,070 1,870 1,140 710 1,100 310

800＋685＝1,485 戸

表 民営借家の延べ面積別の 1か月当たり家賃、家賃 3.5 万円以下の戸数（該当部分を抜粋）

資料：住宅・土地統計調査（令和 5（2023）年）

表 建設年次別の戸数、昭和 56（1981）年以降の民営借家数・割合

※本調査は抽出調査であることから、実際の戸数等と異なる場合があります。また、項目ごとに四捨五

入表記となっていること、不詳があること等から合計が一致しない場合があります。（以下同様）

民営借家の総数：11,970 戸

昭和 56（1981）年以降に建築された民営借家：10,320 戸

昭和 56（1981）年以降の割合：10,320／11,970＝86％

資料：住宅・土地統計調査（令和 5（2023）年）

単位：戸

項目 0円 10,000円未満 10,000～20,000円未満 20,000～40,000円未満

都市再生機構(UR)・
公社の借家 - - - 440

表ＵＲ賃貸住宅の家賃（該当部分を抜粋）

30 ㎡以上かつ 3万円未満の戸数＝800 30 ㎡以上かつ 3～4 万円未満の戸数／2＝1370/2＝685 戸

資料：住宅・土地統計調査（令和 5（2023）年）

2～4 万円未満の戸数＝440 戸 これより、2～3.5 万円未満の戸数＝440×3/4＝330
戸

※UR 機構では順次耐震診断を実施しており、江別市内の住宅は全て耐震性能を有する結果を得ています

単位：戸

項目 0円
1～

5,000円未満
5,000～

10,000円未満
10,000～15,000
円未満

15,000～20,000
円未満

20,000～25,000
円未満

25,000～30,000
円未満

30,000～40,000
円未満

30～49㎡ 20 170 - - - - 210 870
50～69㎡ 20 - - - - 40 90 420
70～99㎡ 10 - - - - 30 40 50
100～149㎡ 20 - - - 40 100 10 30
150㎡以上 - - - - - - - -
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以上より、「著しい困窮年収水準未満の世帯（3,965世帯）」から、これらを差し引くと、「市営住

宅として必要とされる戸数」は、次のとおり882戸となります。

このことから、前述で検討した「市営住宅需要戸数（960戸）」は妥当と考えられます。

前段で推計した市営住宅需要戸数（960 戸）：＞882 戸

民営借家

1,410戸

道営住宅

1,343戸

UR

賃貸

住宅

330戸

市営住宅として

必要とされる

戸数

882戸

3,083 882戸

著しい困窮年収水準未満の世帯数 3,965世帯
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２．入居申込者ｱﾝｹｰﾄ・あけぼの団地入居者ｱﾝｹｰﾄからの検証

■建替戸数について

○「入居申込者アンケート」より

定期募集時（令和6（2025）年 10月）において、以下のようなアンケート調査を実施しまし

た。

※あけぼの団地は募集停止中のため、あけぼの団地以外への応募者に対して実施

・建替希望件数 ： 40件(ａ)

・「検討」も含む建替への潜在需要

（40+25）： 65件(ｂ)

○「あけぼの団地入居者アンケート」より

令和6（2025）年12月に実施した入居者アンケートの結果は、以下のとおりです（再掲）。

・建替希望件数：27件(ｃ)

・回答率（67.5％）より、

全数回答とした場合の、建替希望件数

(ｃ)/0.675 ＝ 40件(ｄ)

・わからない(32)・不明(49)についても、全

体の傾向（14％）と同様の需要があるもの

と仮定した場合の件数（潜在需要）

（32+49）×14％＝81×14％＝11件(ｅ)

・全数回答とした場合の、潜在需要を含む建替希望件数

（(ｃ)+(ｅ)）/0.675＝（27+11）/0.675＝38/0.675 ＝ 56件(f)

件 割合 件 割合 件 割合

希望する 40 27.21% 23 15.65% 63 21.43%

希望しない 82 55.78% 100 68.03% 182 61.90%

検討する 25 17.01% 24 16.33% 49 16.67%

合　計 147 100.00% 147 100.00% 294 100.00%

建替え 改修 合計

設問 回答数 割合

家賃が上がっても、建て替え後の新しい
あけぼの団地に住みたい

27 14.2%

建て替えではなく部分的な修繕を行い、
今のあけぼの団地に住み続けたい

51 26.8%

古い住宅のままで良いので、今のあけ
ぼの団地に住み続けたい

11 5.8%

あけぼの団地から、他の場所（民間住宅
等を含む）に引っ越したい

18 9.5%

その他 2 1.1%

今はわからない 32 16.8%

不明 49 25.8%

計 190 100.0%

市では、今後あけぼの団地の再整備を計画しています。そこで、市営住宅に入居申込みをされている皆様に簡単

なアンケートのご協力をお願いいたします。

1 新たに建替え予定のあけぼの団地への入居希望について

□入居を希望する □入居を希望しない □検討したい

2 外壁・住戸内設備など、現在の建物を改修するあけぼの団地への入居希望について

□入居を希望する □入居を希望しない □検討した
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■改修等戸数について

○「入居申込者アンケート」より

・改修希望件数 ： 23件(ｇ)

・「検討」も含む改修への潜在需要（23＋24）： 47件(ｈ)

○「あけぼの団地入居者アンケート」より

・修繕希望件数：51件(ｉ)

・現状希望件数：11件(ｊ)

・修繕希望（51）と現状希望（11）をあわせた、改修等希望件数：51+11＝62件(ｋ)

・全数回答とした場合の維持管理等希望件数：(ｋ)/0.675＝62/0.675 ＝ 92件(ｌ)

・わからない(32)・不明(49)についても、全体の傾向（修繕27％、現状維持6％。合計33％）

と同様の需要があるものと仮定した場合の件数（潜在需要）

（32+49）×33％＝81×33％＝27件(ｍ)

・全数回答とした場合の、潜在需要を含む改修等希望件数

（(ｋ)+(ｌ)）/0.675＝（62+27）/0.675＝89/0.675＝ 132件(ｎ)

■「建替」と「改修等」をあわせた、あけぼの団地の必要戸数の検証について

以上より、それぞれの需要については、次のように想定できます。

○建替について

・顕在需要件数 ：(ａ)＋(ｄ) ＝ 40 ＋ 40 ＝ 80件(ｏ)

・潜在需要を含めた件数：(ｂ)＋(ｆ) ＝ 65 ＋ 56 ＝ 121件(ｐ)

○改修等について

・顕在需要件数 ：(ｇ)＋(ｌ) ＝ 23 ＋ 92 ＝ 115件(ｑ)

・潜在需要を含めた件数：(ｈ)＋(ｎ) ＝ 47 ＋ 132 ＝ 179件(ｒ)

○あけぼの団地の必要戸数について

以上の試算より、あけぼの団地の需要戸数は次のように想定されます。

顕在需要件数（(ｏ)＋(ｑ)） ＋ 潜在需要を含めた件数（(ｐ)＋(ｒ)）

このように、アンケート調査結果からも、前述で検討した「あけぼの団地需要戸数（300戸）」は

妥当と考えられます。

項目 合計

顕在需要件数 80 （ｏ） 115 （ｑ） 195

潜在需要を含めた件数 121 （ｐ） 179 （ｒ） 300

建替 改修等

※顕在需要：建替希望等と回答した件数
※潜在需要：検討したいと回答した件数、及び未回答の中にも一定割合で建替希望が存在すると仮定し

想定した件数を加えたもの

概ね 200 戸から 300 戸程度
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１．（参考）官民連携（ＰＰＰ／ＰＦＩ）の特徴

■一括発注

・従来方式は、設計、建設、維持管理、運営を個別発注。

・PPP／PFI 方式は、設計、建設、維持管理、運営を一括して発注

■性能発注

・従来方式は、発注者が建築物や業務の仕様を詳細に決定し、その仕様に基づいて事業者と契約す

る仕様発注を採用。

・PPP／PFI 方式は、発注者が「達成すべき性能や水準」を定め、その性能を満たす方法や仕様は

事業者に委ねる性能発注の方式が採用。

■VFM※の発現 ※ Value for Money：従来方式と比較した場合の費用縮減

・PFI 事業とすることで新たに必要（増加）になる費用がある。小規模な事業ではVFMの発現効果

が見込みにくい場合がある。

■その他

・事業が大きくなるとノウハウ不足等により地元業者が主体的立場で参画しにくくなる場合がある。

発注者 主なメリット コスト削減や発注手間の軽減とそれに伴う工期の短縮などの効

果が期待。

主なデメリット 一度契約してしまうと計画が変更しにくい。（段階的な市民意見

を反映が分離発注に比べて難しい）

事業者 主なメリット 従来方式に比べ、施工性や利用実態に見合った施設整備が行い

やすくなる。（民間ノウハウが発揮しやすい）

主なデメリット 複数業務を契約するため契約内容が複雑で解釈の相違が生じる

可能性がある。

発注者 主なメリット サービス品質の向上やコスト削減等の効果が期待。

主なデメリット 性能基準が緩すぎると最低限の品質となる恐れがあり、厳しす

ぎると事業者の創意工夫を阻害しコスト増につながる。

事業者 主なメリット ノウハウに基づく創意工夫の余地が大きい。

主なデメリット 自由度が高い分、提案や設計に時間やコストがかかる。

図 従来方式と PFI 事業における一般的なコスト比較のイメージ

■資料４ 官民連携に関する補足
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■資料５ 用語集

解説

改善 従前の仕様と比較して、性能や機能等が向上するような改修などのこと。

簡易耐火構造平屋建
簡易耐火構造二階建

鉄筋コンクリート造等の耐火構造に準じる程度の耐火性能を有する構造であ
り、公営住宅では２階建以下の住宅で主に使われている構造のこと。

ケアハウス
自宅で生活が困難な高齢者が、食事等の生活支援サービスを受けながら生活で
きる施設のこと。

コミュニティ
人々が共同意識を持って共同生活を営む、一定の地域及びその人々の集団のこ
と。

コンセプト 計画などの全体をつらぬく基本的な観点や考え方のこと。

スキーム 計画や枠組みのこと。

ストック 現在または将来の時点で管理している建築物（住宅）のこと。

政策空家
取り壊しを予定していることなどから、退去後は新たな入居者は入れず、空き
家のままとしている住戸のこと。

セーフティネット
文中では、住宅に困窮する世帯のため社会的役割として確保される住宅やその
ための支援のことの意味で使用。

ゾーニング 空間における区域分けのこと。

た行 耐用年限

公営住宅法に規定されている、公営住宅等の構造別の耐用年数のこと。
・簡易耐火構造平屋建：30年
・準耐火構造（簡易耐火構造二階建）：45年
・耐火構造：70年

な行 ノウハウ 専門的な知識や技術、手法や情報のこと。

PDCAサイクル
Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の4つの過程
を循環させて、継続的な業務改善等を目指す手法のこと。

ビジョン 将来の理想像のこと。

フレーム
文中では、「将来フレーム」「整備フレーム」として、将来における目標とす
る数値の意味で使用。

UR賃貸住宅
独立行政法人都市再生機構（略称：ＵＲ都市機構）が運営管理している賃貸住
宅のこと。

ユニバーサルデザイン
年齢や性別、障がいの有無など様々な理由によって利用者を差別しない、すべ
ての人のためのデザインのこと。

用語

さ行

や行

は行

か行


